
処分
監査件数

2 2 1 7 2

5 3 6 11 11

3 3 7 10 11

17 19 24 33 41

11 6 8 8 12

31 24 23 18 21

(2) (2) (2) (0) (0)

33 29 35 34 22

246 64 77 67 49

（注） 1　（　　）内は、過積載による処分件数で内数である。

2　乗合の令和6年度処分件数2件の内訳は、文書警告2件である。

3　貸切の令和6年度処分件数11件の内訳は、文書警告11件である。

4　乗用の令和6年度処分件数12件の内訳は、使用停止8件、文書警告4件である。

5　貨物の令和6年度処分件数22件の内訳は、使用停止21件、文書警告1件である。
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自動車運送事業者の処分件数の推移

種別

  年度

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年


